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盛岡市オレンジガーデニングプロジェクト協賛募集要項（令和６年６月13日総会承認） 

                            令和８年２月13日一部改定 

                              

盛岡市オレンジガーデニングプロジェクト実行委員会（以下「実行委員会」という。）では、実行委員

会の活動に御協賛いただく企業及び団体、市民の方を募集します。御要望に応じて担当者が実行委員会

の取組について説明いたしますので、実行委員会事務局（以下「事務局」という。）までお気軽にお問い

合わせください。 

 

１ オレンジガーデニングプロジェクト概要 

活動目的：本事業を通じて、認知症当事者等が、自宅や施設、介護サービス事業所等で花を育てるこ 

とで、日常生活の活動量の増加や役割の創出につなげること、また、本事業に関する啓発

活動を行い、多くの市民に認知症と認知症の人に関する正しい知識と理解を深めてもらう

ことを目的とし、活動を行っています。 

 活動内容：認知症当事者やその家族等によるオレンジ色の花の育成、また、その花やオレンジガーデ

ニングプロジェクトの取組内容が載っているパネルの盛岡市内の施設等への展示 

 

２ 協賛金額 

 一口1,000円。ただし、企業及び団体の場合は最低５口以上、個人の場合は最低３口以上でお願いいた

します。 

※集めた協賛金は、認知症当事者が育てる花苗代やプランター代等に使用させていただきます。 

※協賛者様の企業名・団体名を、後日盛岡市ホームページ及び盛岡市内の各施設へ展示するパネルへ

掲載いたします。 

 

３ 応募方法 

 (1) 協賛者様は、別紙「協賛申込書」を作成の上、原本を事務局に御提出ください。 

 (2) 実行委員会は、協賛内容の確認及び審査の上、お申込みの受付可否を協賛者様へ連絡します。 

 (3) お申込みを受付する場合、実行委員会は、協賛決定に係る通知を協賛者様あてに送付するとと

もに、手続等について協賛者様に連絡いたします。 

 

４ 協賛金の請求等 

(1)  実行委員会は、協賛申込書の受付後30日以内に協賛者様に対して請求書を発行しますので、協賛 

者様は当該請求書を受領後60日以内に、実行委員会に銀行振込、または、持参にて協賛金をお支払

いください。なお、協賛金の振込みに要する手数料は、実行委員会にて負担しますので、岩手銀行

本店・各支店からお振込みいただく場合は、別添「振込依頼書」を御使用ください。また、その他

の金融機関を御利用の場合は、手数料を差し引いた金額をお振込みください。 

※振込確認後、領収書を送付いたします。 

 

 

 

 

例） 岩手銀行以外の金融機関から振込む場合 

協賛金額5,000円、手数料550円だった場合 

   実行委員会への振込金額 4,450円、手数料 550円 
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(2) 協賛者様が代理人を定める場合、実行委員会は、本大会の終了後30日以内に代理人に対して請求

書を発行しますので、代理人は当該請求書を受領後60日以内に、実行委員会に銀行振込、または、

持参にて協賛金をお支払いください。なお、協賛金の振込みに要する手数料は、実行委員会にて負

担しますので、岩手銀行本店・各支店からお振込みいただく場合は、別添「振込依頼書」を御使用

ください。また、その他の金融機関を御利用の場合は、手数料を差し引いた金額をお振込みくださ

い。 

  ※振込確認後、領収書を送付いたします。 

 

５ 留意事項 

(1) 協賛のお申込みは、原則、各申込書が事務局に到着した順（先着順）での受付となります。 

(2) 実行委員会は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条

第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）、同法第２条第６号に規定する暴力団員（以下

「暴力団員」という。）、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力

団関係企業、総会屋等、社会標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、過去に民事・行政問題等に関し違

法な行為・不当な要求事項を行った履歴のある者、その他これらに準ずるものとの取引を拒絶しま

す。 

(3) 実行委員会及び協賛者様は、相手方当事者の事前の書面による同意のない限り、本協賛の地位又

は権利若しくは義務を第三者に譲渡し、引き受けさせ、ライセンス若しくはサブライセンス又は担

保に供してはならないこととします。 

(4) 本協賛の履行にあたっては、実行委員会及び協賛者様は、信義に従い誠実にこれを行うものとし、

本協賛の内容に疑義が生じたとき、若しくは本協賛に定めのない事項が生じたときは、当事者間の

協議によりその都度円満な解決を図ることとします。 

 

６ お問い合わせ先・お申込み先 

 盛岡市オレンジガーデニングプロジェクト実行委員会事務局  

 〒020-8530 盛岡市内丸12番２号 盛岡市長寿社会課内 

 TEL：019-613-8144 / E-mail：chouju@city.morioka.iwate.jp 
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※個人でのお申込みの場合は、会社名を空欄でお申し込みください。 

※個人でのお申込みの場合は、代表者名にお名前を記入ください。 

※個人でのお申込みの場合で、手書きしない時は，押印をお願いいたします。 

年   月   日 

 

盛岡市オレンジガーデニングプロジェクト実行委員会 

会長 内 出 幸 美 様 

 

【申込者】 

 

住  所                      

 

 

電話番号                   

 

 

会 社 名                      

 

 

代表者名                   印  

 

 

協賛申込書 

弊社（私）は、盛岡市オレンジガーデニングプロジェクト実行委員会の協賛金に、下記

のとおり申し込みます。 

 

 

 

 

 

また、弊社（私）は盛岡市ホームページ及び各施設へのパネル展示への名前の掲載を 

 

□ 希望します              □ 希望しません 

 

掲載名：                             

 

 

 

 

※掲載を希望する場合のみご記入ください。 

 

  口（  ,000 円） 

委任する方は裏面へ続く 
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※代理人が個人の場合は、会社名を空欄でお申し込みください。 

※代理人が個人の場合は、代表者名にお名前を記入ください。 

※代理人が個人の場合で、手書きしない時は，押印をお願いいたします。 

 

なお、弊社（私）は、下記の者を代理人と定め、本件の協賛権利履行及び協賛金の支払

いについて、委託することを報告します。（※代理人を定めない場合は記入不要です。） 

 

【代理人】 

 

住  所                            

 

 

電話番号                            

 

 

会 社 名                            

 

 

代表者名                        印  
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年 月 日  

 

（協賛者） 

●●株式会社 

○○ ○○ 様 

 

盛岡市オレンジガーデニングプロジェクト実行委員会     

会長 内 出 幸 美     

 

盛岡市オレンジガーデニングプロジェクト実行委員会協賛者の決定について（通知） 

 日頃から当実行委員会の事業運営につきまして格別の御協力を賜り、厚くお礼を申し上げます。 

 さて、令和 年 月 日付けでお申込みのあった当実行委員会への協賛について、貴社（貴殿）を協

賛者として認定いたしましたので、通知いたします。 

 つきましては、下記事項に御留意の上、当実行委員会の取組に御協力を賜りますようお願い申し上げ

ます。 

 

記 

 

（協賛金） 

１ 本協賛の履行に関わる協賛金額は、金    円とする。 

２ 実行委員会は本通知の日付から30日以内に、貴社（貴殿）に協賛金の請求書を発行することとし、

貴社（貴殿）は当該請求書を受領後60日以内に、実行委員会に協賛金を支払うこととする。なお、協

賛金の振込みに要する手数料は、実行委員会の負担とする。 

（権利義務の譲渡） 

３ 実行委員会及び貴社（貴殿）は、相手方当事者の事前の書面による同意のない限り、本協賛の地位

又は権利若しくは義務を第三者に譲渡し、引き受けさせ、ライセンス若しくはサブライセンス又は担

保に供してはならない。 

（信義則） 

４ 本協賛の履行にあたり、実行委員会及び貴社（貴殿）は信義に従い誠実にこれを行うこととし、本

協賛の内容に疑義を生じたとき、若しくは本協賛に定めのない事項が生じたときは、当事者間の協議

によりその都度円満な解決を図ることとする。 
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